
鈴鹿市公告第２９号 

土地区画整理法(昭和２９年法律第１１９号)第８８条第２項の規定により換地計画を

公衆の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令(昭和３０年政令第４７号)第５５条の

２において準用する同令第３条の規定により公告する。 

なお、当該換地計画について意見のある利害関係者は、同法第８８条第３項の規定に

より、縦覧期間内に施行者である鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺土地区画整理組合に意見書

を提出することができる。 

令和６年４月３０日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

１ 事業名称 

  鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺土地区画整理事業 

２ 縦覧場所 

鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺土地区画整理組合事務所（鈴鹿市三日市三丁目２０番３

１号鎌田ビル２―Ｃ） 

３ 縦覧期間 

令和６年５月１日から同月１４日まで（土日祝日を含む。） 

４ 縦覧時間 

午前９時から午後５時まで 

 

 

 


